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国立音楽大学 大学院規則 

 

第１章 総 則 

第1条 国立音楽大学大学院は、音楽の理論および実践を教授研究し、その深奥を究めて文

化の進展に寄与することを目的とする。 

第2条 本学大学院は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的および社会的使命を達

成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行うも

のとする。 

2 前項の点検および評価を行うにあたり必要な事項は、別に定める。 

第3条 本学大学院に５年の博士課程を置く。 

2 前項の博士課程は、前期２年の課程（以下「修士課程」という。）および後期３年の課

程（以下「博士後期課程」という。）に区分する。 

3 修士課程は、広い視野に立って精深な学識と技術を授け、音楽の専攻分野における創造、

表現、研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業等を担うための卓越

した能力を培うことを目的とする。 

4 博士後期課程は、音楽の専攻分野について研究者として自立して創作、表現、研究活動

を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力および

その基礎となる豊かな学識を培うことを目的とする。 

 

第２章 組 織 

第4条 本学大学院に次の研究科を置く。 

音楽研究科 

第5条 音楽研究科に次の専攻を置く。 

研究科名 
修士課程 博士後期課程 

専攻名 専攻名 

音楽研究科 

声 楽 専 攻  

器 楽 専 攻  

作 曲 専 攻  

音楽学専攻  

音楽教育学専攻 

音楽研究専攻 

 

第３章 学生定員 

第6条 本学大学院の学生定員は次のとおりとする。 

研究科名 
修士課程 博士後期課程 

専攻名 入学定員 収容定員 専攻名 入学定員 収容定員 

音楽研究科 

声 楽 専 攻  8 16 

音楽研究 

専攻 
5 15 

器 楽 専 攻  16 32 

作 曲 専 攻  4 8 

音楽学専攻  4 8 

音楽教育学専攻 4 8 
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第４章 教育方法等 

第7条 本学大学院修士課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業年限は３年

とする。 

2 修士課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えて在学することはでき

ない。 

3 第１項の規定に関わらず修士課程は、職業を有しているなどの事情により、標準修業年

限を超えて一定の期間にわたり計画的に本学大学院の教育課程を履修し修了すること

を希望する旨を申し出た者に対しては、別に定めるところにより、その修業年限を延長

することができる。 

第8条 本学大学院の教育は、授業科目の授業および研究指導によって行うものとする。 

第9条 授業科目および単位は、別表１のとおりとする。 

第10条 履修科目の選択にあたってはあらかじめ担当教員の指導を受けなければならない。 

第11条 授業科目の修了の認定は、試験によって行い、その認定を得た学生には単位を与

える。 

第12条 授業科目の成績は、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５種とし、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格、

Ｄを不合格とする。 

第13条 本学大学院が教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより、学生に他の

大学院の授業科目を履修させることができる。 

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、10単位を超えない範囲

で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 

第５章 課程修了の要件 

第14条 修士課程の修了の要件は、大学院に２年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、修士論文等の審査および試験に合格することとする。ただ

し、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと大学院委員会が認めた者については、

大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の場合において、本学大学院修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定

の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

第15条 博士後期課程の修了の要件は、修士課程を修了後、博士後期課程に３年以上在学

し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文等（研究領域に

より研究作品または研究演奏を加える）の審査および試験に合格することとする。ただ

し、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと大学院委員会が認めた者について

は、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の当該博

士後期課程の在学期間に関しては、修士課程における在学期間に３年を加えた期間とす

る。ただし、優れた研究業績を上げたと大学院委員会が認めた者については、大学院に

３年（修士課程における在学期間を含む）在学すれば足りるものとする。 

3 学校教育法施行規則第１５６条規定により、大学院への入学資格があるものとして、博

士後期課程に入学した者の修了の要件は、大学院に３年以上在学し、１２単位以上を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文等の審査および試験に合格すること



3 

とする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと大学院委員会が認め

た者については、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

 

第６章 学 位 

第16条 修士課程を修了した者には修士の学位を、博士後期課程を修了した者には博士の

学位をそれぞれ授与する。 

2 本学の博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を修了しない者であっても本学学位

規則の定めるところにより、博士論文等を提出し、その審査および試験に合格し、かつ、

本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された

者に授与することができる。 

3 学位に関する規程は、別に定める。 

 

第７章 職員組織 

第17条 本学大学院の教育・研究を運営するため大学院委員会を置く。 

2 委員会は委員長、教授、准教授、講師を以て構成する。 

3 委員長は学長が、その任に当たる。 

4 委員会に関する規則は別に定める。 

第18条 本学大学院の教育・研究を推進するため、一定数の職員を置く。 

 

第８章 入学・欠席・休学・退学・復学および除籍 

第19条 入学の時期は学年の始めとする。 

第20条 本学大学院修士課程の入学資格は次の各号の一に該当する者でなければならない。 

(1) 大学を卒業した者。 

(2) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１０４条第７項の規定により学士の学位

を授与された者。 

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者又はこれに準ずる者。 

(4) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以降に修了した者。 

(5) 文部科学大臣の指定した者。 

(6) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、22歳に達したもの。 

第21条 本学大学院博士後期課程の入学資格は次の各号の一に該当する者でなければなら

ない。 

(1) 修士の学位または専門職学位を有する者。 

(2) 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者、または

これに準ずる者。 

(3) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置

法（昭和５１年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国

際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当
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する学位を授与された者。 

(4) 文部科学大臣の指定した者。 

(5) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの。 

第22条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の期日内に、入学願書等必要な書類を入

学検定料と共に提出しなければならない。 

第23条 前条の入学を志願した者については、別に定めるところにより行う選考結果に基

づき、大学院委員会の議を経て、学長が入学を許可する。 

第24条 入学を許可された者は、所定の期日内に、学費等の納入を含む入学手続を終えな

ければならない。 

2 前項の定めに違反したときは、学長は入学許可を取り消すものとする。 

第25条 病気その他の事故で欠席したときは事由を記して直ちに届け出なければならない。

ただし病気のため欠席が７日以上にわたる場合には医師の診断書を提出しなければな

らない。 

第26条 病気その他の理由によって欠席が２ヵ月以上にわたる場合は保証人連署の上願い

出て許可を得て休学することができる。 

第27条 休学の理由が消滅したならば休学者は遅滞なく就学届を提出しなければならない。 

第28条 休学の期間は１年以内とする。 

第29条 休学の期間はこれを在学期間に算入しない。 

第30条 病気その他の事故で退学しようとする場合は、その事由を記して保証人連署の上

願い出て許可を得なければならない。 

第31条 退学した者が復学を願い出た場合は退学の時から２年以内の者に限り選考の上相

当年次に復学を許可することがある。 

第32条 次の各号の一に該当する者は大学院委員会の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 無届欠席が３０日以上になる者。 

(2) 成業の見込みのない者。 

(3) 在学年限を超えた者。 

(4) 学費を滞納し、督促を受けても納入しない者。 

 

第９章 学 費 

第33条 本学大学院における学費は、別表２のとおりとする。 

2 第７条第３項の規定により標準修業年限を延長する場合の学費の納入方法については、

別に定める。 

第34条 休学を許可された者については当該期間の授業履修費及び維持運営費を免除する。 

 

第１０章 聴講生、委託生、交換留学生、外国人特別研究生、研究生および外国人留

学生 

第35条 大学院規則第２０条または第２１条の資格をもつ者が、本学大学院所定の授業科

目のうち１科目または数科目の聴講を志願するときは、授業運営にさしつかえない範囲

において選考の上、聴講生として聴講を許可することがある。 

https://www.kyoto-wu.ac.jp/admin/13/reiki_honbun/j000RG00000008.html#e000000049
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第36条 聴講生に関する規程は別に定める。 

第37条 国内の公共団体またはその他の機関より、本学大学院の特定の学科目について研

修を委託された場合、授業運営にさしつかえない範囲において選考の上、委託生として

聴講を許可することがある。 

第38条 委託生に関する規程は別に定める。 

第39条 本学との交換留学協定に基づき協定校から推薦された者は、授業運営にさしつか

えない範囲において選考の上、特別聴講学生として許可することがある。 

第40条 交換留学生に関する規程は別に定める。 

第41条 外国籍を有し、大学院規則第２０条または第２１条の資格をもつ者が、本学大学

院で指導教員の指導のもとに、特定の専門分野に関する授業科目の受講を志願するとき

は、授業運営にさしつかえない範囲において選考の上、外国人特別研究生として受入れ

を許可することがある。 

第42条 外国人特別研究生に関する規程は別に定める。 

第43条 大学院博士後期課程を満期退学した者が、学位申請論文作成のために、引き続き

本学の研究施設を利用し、研究の継続を希望する場合は、授業運営にさしつかえない範

囲において大学院研究生として許可することがある。 

第44条 大学院研究生に関する規程は別に定める。 

第45条 外国人留学生に関する規程は別に定める。 

 

第11章 教育職員免許状 

第46条 高等学校教諭一種免許状(音楽)または中学校教諭一種免許状(音楽)取得者(取得

資格のある者も含む)で、教科及び教科の指導法に関する科目を２４単位以上修得し、修

士課程を修了した者(修了見込者を含む)は、修了時に高等学校教諭専修免許状(音楽)ま

たは中学校教諭専修免許状(音楽)取得の申請ができる。 

2 高等学校教諭専修免許状(音楽)または中学校教諭専修免許状(音楽)を取得するための

教科に関する科目については別に定める。 

 

第12章 雑則 

第47条 本規則の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が行う。 

 

 

附 則 

この規則に定めていない事項に関しては、国立音楽大学学則を準用する。 

昭和43年4月1日 制定・施行 

（中略） 

平成29年3月8日  一部改正 

この規則は、2023年11月15日から施行する。 

 


